
隠岐ユネスコ世界ジオパーク学術研究奨励事業助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、隠岐ユネスコ世界ジオパーク学術研究奨励事業（以下「本事業」とい

う。）の助成金交付について、必要な事項を定める。 

 

（目的） 

第２条 本事業は、隠岐ユネスコ世界ジオパークの人文・社会科学および自然科学にかかわ

る調査研究活動を支援し、ジオパーク活動の活性化及び持続可能な地域社会の形成に資す

ることを目的として助成金を交付する。 

 

（対象事業） 

第３条 一般社団法人隠岐ジオパーク推進機構（以下「推進機構」という。）は、この要綱

に基づき、事業を行う者に対し予算の範囲内において助成金を交付する。 

２ 助成対象事業の内容、助成金の額等に関しては、毎年度定める隠岐ユネスコ世界ジオパ

ーク学術研究奨励事業募集要項に掲げるとおりとする。 

 

（応募方法） 

第４条 本事業に新規応募又は継続応募する場合は、隠岐ユネスコ世界ジオパーク学術研

究奨励事業応募申請書（様式第１号）及び推進機構理事長が別に定める添付書類を推進機構

理事長が指定する期日までに提出しなければならない。 

 

 (採択決定) 

第５条 推進機構理事長は、前条の応募申請書の提出があった場合、採択するに値する申請

を決定するため、審査会を開催する。 

２ 審査に関しては、隠岐ユネスコ世界ジオパーク学術研究奨励事業審査規程（以下「審査

規程」という）に掲げるとおりとする。 

３ 推進機構理事長が、助成金を交付することが適当であると認めたときは、応募申請を採

択し、隠岐ユネスコ世界ジオパーク学術研究奨励事業採択決定通知書（様式第２－１号）に

より申請者へ通知するものとする。 

４ 採択されなかった申請については、不採択通知書（様式第２－２号）により申請者へ通

知するものとする。 

 

（研究の変更または辞退） 

第６条 本事業に採択された者が、助成金の交付対象となった事業内容を変更または辞退

しようとするときは、速やかに推進機構理事長に届け出なければならない。 



２ 変更する場合は、軽微な変更以外は、隠岐ユネスコ世界ジオパーク学術研究奨励事業変

更申請書（様式第３－１号）及び推進機構理事長が別に定める添付書類を提出しなければな

らない。変更内容によっては、再審査又は採択を取り消すことがある。（詳細については、

推進機構事務局と協議する。） 

３ 辞退する場合は、隠岐ユネスコ世界ジオパーク学術研究奨励事業辞退申請書（様式第３

－２号）を提出しなければならない。 

４ 推進機構理事長が、変更または辞退が適当であると認めたときは、変更または辞退申請

を承認し、隠岐ユネスコ世界ジオパーク学術研究奨励事業変更承認通知書（様式第３－３号）

または隠岐ユネスコ世界ジオパーク学術研究奨励事業辞退承認通知書（様式第３－４号）に

より申請者へ通知するものとする。 

 

（採択の取り消し） 

第７条 助成採択者がこの要綱の規定に違反したとき、提出書類に虚偽の記載をしたこと

が判明したとき、および推進機構が求める書類等の提出がされないときは、助成の決定を取

り消すことができる。 

 

（実績報告） 

第８条 申請者は、事業が完了したときは、隠岐ユネスコ世界ジオパーク学術奨励事業実績

報告書（様式第４号）及び推進機構理事長が別に定める添付書類を推進機構理事長が指定す

る期日までに提出しなければならない。 

 

（額の確定) 

第９条 推進機構理事長は、前条の規定による実績報告を受けた場合にはこれを審査し、適

当であると認めたときは、助成金の額を確定し、隠岐ユネスコ世界ジオパーク学術研究奨励

事業助成金交付額確定通知書（様式第５号）により、申請者へ通知するものとする。 

 

（助成金の請求） 

第１０条 申請者は、前条の通知を受けて助成金の交付を受けようとするときは、隠岐ユネ

スコ世界ジオパーク学術研究奨励事業助成金支払請求書（様式第６号）を推進機構理事長へ

提出するものとする。 

２ 助成金の振込先は、原則として請求者（申請者）本人が指定する口座（所属機関の口座、

指導教官の口座も可）とする。 

３ 推進機構理事長は、業務遂行上必要があると認めるときは、概算払いすることができる。

なお、概算額は助成金採択決定額の７割に相当する額（その額に千円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額）までを交付するものとする。 

４ 前項の場合、申請者は隠岐ユネスコ世界ジオパーク学術研究奨励事業助成金概算払い



請求書（様式第７号）を推進機構理事長が指定する期日までに提出するものとする。 

 

（他の用途への使用の禁止） 

第１１条 申請者は、本事業の助成金を他の用途に使用してはならない。 

 

（助成金等の返還） 

第１２条 推進機構理事長は、第７条の規定により交付決定を取り消した場合において、当

該取り消しに関わる部分について既に助成金等を支払っているときは、その部分について

支払った額の返還を命ずるものとする。 

２ 推進機構理事長は、交付確定通知を行った場合において、当該交付額確定通知に係る額

を超える助成金等を既に支払っているときは、その超える額の返還を命ずるものとする。 

 

 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年３月５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 


